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別 紙 

会 議 の 経 過 
平成２９年１２月２２日（金） 

午 後 １時５９分 開議  

 

◎ 開会・開議の宣言 

○議長（泉 敏夫君） それでは、ちょっと２分ほど早いようですけれども、ただいまより第４回

定例会を始めたいと思います。本日は皆様ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（泉 敏夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、議長において 

           １番、和 田 義 清 君 

           ８番、上 辻   亨 君を指名します。 

 以上の両議員に差し支えのある場合は、次の号数の議席の議員にお願いします。 

 

◎ 日程第２ 一般質問 

○議長（泉 敏夫君） 日程第２、これから一般質問を行います。 

 初めに、増加傾向にある行方不明者捜索出動の防止策と対応策についてを通告議題とし、和田義

清君の発言を許します。１番、和田義清君。 

○１番（和田義清君） それでは、一般質問通告書に従いまして私の一般質問をさせていただきま

す。増加傾向にある行方不明者の防止策と対応策について一般質問をさせていただきます。 

 警視庁によりますと、認知症やその疑いがある行方不明者の届け出は２０１５年で１万

２，２０８人とあり、２０１２年の９，６０７人に比べて１．３倍近くに増えているとされており

ます。認知症の高齢者は今後さらに増えると予測され、２０１２年には約４６０万人でありました

が、２０２５年には国内約７００万人になる見通しとされております。これは６５歳以上の人の約

５人に１人に当たることから、医療や介護の充実はもちろんでございますが、日々の暮らしを見守

る仕組みづくりは急務となります。 

 各自治体では、本人や家族の負担を少しでも減らそうとＩＴを活用する動きが広がってきており

ます。居場所を捜すのをきめ細かく支援し、住民にボランティアになってもらい、スマートフォン

を使用して居場所を捜すアンテナに活用する取り組みも行われております。現在も高齢者や家族を

支えるサービスは複数あり、最近では自治体がＧＰＳ端末の貸し出しや費用補助するケースは少な

くありません。また、屋外に出たことなどを知らせる徘回感知装置は介護保険で使うことができる

とされております。身元の確認に役立つグッズも多様であり、最近増えているのはＱＲコードを印

刷したシールもあり、スマホのアプリなどでそれを読み込めば自治体の連絡先などが表示されると

いうものもございます。埼玉県入間市では、身につけるのを忘れないために足の爪などに張るタイ

プのシールも提供しております。 

 我が町も含め、多くの自治体には地域の見守りネットワークがあります。あらかじめ特徴などを

登録しておくと、いざというときの助けになります。認知症だと近所に知られたくないなどと、こ

ういったサービスの利用をためらう人も少なくない現状ではありますが、認知症は決して特別なこ

とではありません。家族だけで抱え込まないこと、ＳＯＳを出しやすい地域にしていくことが重要

であります。 

 また、認知症などによる行方不明者の捜索に警察犬が出動するケースは全国的に増加傾向にあり

ます。栃木県を例にすると、２０１６年に捜索などに出たのは１８件で、３年連続の増加となって
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おります。４月には、依頼者が負担していた報償金を全額県費で支払う制度変更もありました。国

費負担の犯罪捜査と違い、行方不明者の捜索はこれまでは依頼者が警察犬指導士と所有者の報償金

を負担する制度でありましたが、４月から県費で負担されるよう変更されたこともあり、１カ月で

異例の４件の出動があったとされております。犯罪捜査の場で活躍するイメージの強い警察犬であ

りますが、社会の高齢化に伴い、その鋭い嗅覚への期待は一層高まっていると感じられます。今後、

さらに出動の機会は増えると推察されます。 

 同課は、全国的にもそうした流れにあり、高齢化が進む中で行方不明者の捜索に対して県民のニ

ーズはあると思うと、このようにコメントをされております。これは、実際に依頼者の費用負担が

なくなったことで各警察署が警察犬を頼みやすい状況になったことが要因と見られております。警

察犬を使える状況は移動手段や気象条件によって限られているとはいえ、活用できる一つの手段と

して信頼していると同課はコメントしております。 

 １６年に栃木県警が届け出を受理した認知症や同症の疑いのある行方不明者は１５４人でありま

した。当町においても、去る１１月、１２月において高齢者の方の捜索出動がございました。この

事案が発生する前には隣市の地区においても同様の事案が発生し、当町にも発見協力要請の防災無

線が流れたことは記憶に新しいところだと思います。この事案は、残念ながら対象者は発見されま

したが、お亡くなりになられておりました。この事案発生に対し、多くの方が他人事ではないと感

じ、同様の事案が身近に発生する可能性が高いと考えていたと予測されます。幸いにも当町で発生

した２件の事案につきましてはともに無事に発見され保護され、大事に至らなかったことは幸いで

あり、協力していただいた関係者の皆様のおかげでもあります。感謝の意を表するとともに、地域

のコミュニティーの大切さを改めて再認識させられる事案でございました。 

 現在、認知症による徘回で行方不明になると、時間の経過とともに生命を脅かす危険性が高まる

ため、早期発見、保護が必要とし、認知症高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク（通称ＳＯＳネットワー

ク）が平成２６年度に管内全ての市町に構築されております。このＳＯＳネットワークを活用する

に当たり、事前登録を周知するためにリーフレットを作成し、管内の各市町、警察署に配布されて

おります。また、ＳＯＳネットワークの検証と実際の徘回発生時に円滑に情報伝達できる体制の充

実を図ることを目的に、平成２８年３月８日には管内警察と各地域包括支援センターと連携し、広

域的な情報伝達訓練が行われております。 

 当町としても、６月議会の上辻議員での一般質問に対しましての町長答弁では、認知症の方や家

族への支援は重要と考えており、今まで実施していた施策の充実や新たな支援への対応を行いなが

ら、いわゆる認知症サポーターの募集要請も含めて認知症の人が住みなれた伊根町のよりよい環境

で自分らしく暮らし続けられる環境を整えていく。いわゆる認知症患者に対しては家族、関係者、

地域の皆さんの理解が第一と考えており、認知症の症状の具体例、支援方法の周知と理解をそれぞ

れの地域で説明していき、どうあるべきかを共有していく。人口の約３分の１が認知症サポーター

で全国６位の綾部市の例も紹介し、伊根町ではまだそういう政策をとってはいないが、これは大事

なことだと考えている。主な症状や支援方法を理解して認知症の人や家族をみんなで助けるという、

１時間半ぐらいの講習で認定を受けられるので、またそういったものも進めていきたく、多くの

方々の協力をよろしくお願いしたいと前向きな対処姿勢を示されました。 

 そこで、以下の質問に対して町長のお考えを問います。 

 ①公開できる範囲内での現況のＳＯＳネットワークの事前登録状況について。 

 ②ＳＯＳネットワークのさらなる周知と事前登録奨励の今後の取り組み方について。 

 ③現在、警察犬を要請した捜索活動を実施した場合の対象者及び関係者の負担の有無。 

 ④ＩＴ機器や民間委託を含めた今後のさらなる防止策、対応策の可能性について。 

 以上４点について町長より答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（泉 敏夫君） 吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） それでは、和田議員の増加傾向にある行方不明者の捜索出動の防止策と対

応策についてのご質問にお答えをしたいと思います。 

 行方不明者の捜索活動については、本町でも１１月、１２月に相次いで発生し、警察や消防、そ

れぞれの地域の皆さんが捜索に出動されたことは記憶に新しいところでございます。２名の高齢者
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が何より無事に発見、保護されたことに安堵しているところでございます。今後もこうした徘回に

よる行方不明者が発生する可能性は少なからずあり得ることから、関係機関や協力機関とのネット

ワークを広げ、連携を深め、徘回者の見守りと行方不明者発生時の早期発見に向けた対策を充実し

てまいりたく考えております。 

 そこで、まず１点目、現況のＳＯＳネットワークの事前登録状況についてでございます。現在は

２名の方が登録をされております。 

 次に、２つ目のＳＯＳネットワークのさらなる周知と事前登録の奨励の今後の取り組み方につい

てでございます。ＳＯＳネットワークは平成２７年１月に結成され、同年２月号の広報で内容を町

民の皆様にご紹介申し上げました。それ以降毎年、区長会や民生児童委員協議会におきまして、事

業の内容や見守りの協力依頼とあわせ事前登録の紹介を行っております。今後もこれまで同様に広

報を行うとともに、構成団体等の拡大に努め、地域の見守りの輪を広げたく考えております。事前

登録につきましては、ケアマネジャー等を通じた個別勧奨を重点的に実施してまいりたく思ってお

ります。いわゆる登録してくださいね、そのような症状にある方が興味を持たれている方でありま

しょうし、そういったことはケアマネジャー等がよくご存じでありますので、個別勧奨で広くとい

うわけではないんですけれども、広くは今までどおり広報でやりますが、個別勧奨をケアマネジャ

ーを通じて重点的に行いたいと考えております。 

 次に、３つ目の捜索に警察犬を要請した場合の費用負担でございますが、警察犬には直轄犬と民

間委託の嘱託犬がございます。京都府警の警察犬は、これについては費用はかかりません。しかし

ながら嘱託犬は費用が発生します。しかしながら、その費用につきましても京都府が持ちますので、

どちらにしても捜索にかかわる費用負担は対象者、関係者ともにございません。 

 また、捜索に警察犬を投入するかどうかは、警察のほうで行方不明になった状況により判断して

おります。家族や関係者の要請で出動するものではございませんので、その辺はご理解のほどお願

いしたいと思います。ちなみに、１１月、１２月、耳鼻地区、本庄地区の捜索にも警察犬は出動を

しております。本庄地区では大変な成果を上げたわけであります。議員おっしゃいましたように、

少し前の養老地区では、この事案につきましては車での移動の可能性が高いため、警察犬は出動し

ておりません。これは京都府警指揮官の判断でございます。先ほども申し上げましたように警察の

判断でございます。京都府では、基本的に事件があればその都度警察犬は無償で出動しております。 

 ４つ目のＩＴ機器や民間委託を含めた防止策、対応策でございますが、場所を特定するＧＰＳを

利用したものやＧＰＳを利用せずに特殊なタグにより位置を特定するもの、また靴に埋め込むタイ

プやリストタイプなど多く開発され、民間でも多く事業展開されております。しかしながら、使用

する電波の種類で対応できるエリアが限定されたり、電池の寿命、確実に携帯させるための手法

等々課題もございますので、先進事例を研究しながら、本町の効率的で効果的な取り組みを検討し

ていきたく考えております。ＱＲコードを爪に張りつけたりするというようなそういう手法はなか

なか伊根町では馴染まないのではないかなと、そのように思っております。 

 伊根町の見守りでございますが、既に郵便局であったり京都生協、そしてとくし丸とは見守り協

定を結んでおりますし、町内企業とは町内の企業全２３企業、そして関係団体では全１０団体より

ネットワークを構成いただき、異変の早期発見に努めておるところでございます。このネットワー

クの充実拡大をと先ほども申し上げましたが、町内ほとんどの団体、企業にネットワークには参加

いただいております。 

 議員各位におかれましても、徘回が心配な高齢者がおられるようでしたらご家族や親族等にＳＯ

Ｓネットワークに事前登録されることをお勧めしていただきますことをお願い申し上げ、答弁とい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（泉 敏夫君） １番、和田義清君。 

○１番（和田義清君） 答弁ありがとうございました。まさに町長がおっしゃいますように、特に

当町のように高齢化率の高い、まさに独居老人、高齢者世帯が多い世帯では、このような案件は今

後増加傾向にあると見てよろしいかと思います。まさに京都府とも連携しましてこのような対応策

等はやっていくべきだと思いますけれども、現状、先ほど町長もおっしゃいましたように、現当町
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でまず強化していくべきことは、見守りネットワークの構成団体のより充実とＳＯＳネットワーク

の事前登録の奨励かと思います。ぜひとも、今後ともそちらを奨励いただきまして、高齢者が生き

生きと暮らせるまちづくりに邁進していただきたく思いまして、私の一般質問を終了させていただ

きます。 

○議長（泉 敏夫君） 以上をもちまして、和田義清君の一般質問を終わります。 

 次に、今以上の防犯対策を及び漂着漁民対策はを通告議題として、佐戸仁志君の発言を許します。

７番、佐戸仁志君。 

○７番（佐戸仁志君） それでは、通告書に従いまして一般質問をさせていただきたいと思います。 

 伊根町には今年も多くの観光客、釣り客が訪れています。観光客は年々増え、町長が就任以来目

指されている観光振興、観光客の増員、それに伴う民宿等宿泊施設を増やす施策、食事をする施設

を増やす施策、その施設に食材を提供する町内の農業者、漁業者の育成の施策など、順調に進んで

いると思われます。 

 伊根町において観光客はどう楽しまれているのかと考えますと、道の駅舟屋の里から伊根の舟屋

群が一望できる絶景ポイントがありますが、食事処も少なく土産店もなく、ショッピングを楽しむ

というような一般的な観光地のようなことはありません。伊根町での観光は、曲がりくねった町並

みを歩いたりレンタル自転車で散策していただく、観光船シータクシーに乗船し海から海面上に浮

かぶ舟屋群を見ていただき生活、歴史を感じてもらう、これが核であると私は思います。 

 しかし、訪れる観光客、釣り客のマナーは悪く、苦情を言われる方が観光客増とともに増えてお

ります。例えば、舟屋、蔵の間の敷地内を通り浜まで出られるなどということはしょっちゅうあり、

勝手に舟屋に入り写真を撮りトイレまで使用する者、無人の舟屋に入り物色する者、夜中に頭にラ

イトをつけ釣り客姿で物色する者、実際、高価な釣り道具が紛失した方もおられます。 

 先日テレビのニュースで見ましたが、観光客の数が違い参考にはならないかもわかりませんが、

京都市内では住宅街の民泊で観光客が大騒ぎし近隣住民ともめたり、民泊を利用し近所で窃盗を繰

り返す観光客など、余りにも多い観光客に対し反対運動が起きているということでした。伊根町で

も、全員総意で観光施策を歓迎しているということはなく、多くの人は将来の伊根町のためにと理

解し、我慢し、応援していると思われます。観光に対して理解できず、なぜ多額の町費で食事処、

駐車場、公衆トイレを整備するのか苦情を言われる方もおられます。 

 また、昨年の１２月議会一般質問でも言いましたが、道路幅が狭く袋小路である亀島地区に進入

する観光客、釣り客の車も増えています。道路に車を止め釣りをする者もおります。レンタカーで

来町する海外からの方もおり、進入規制の看板が日本語で書いてあり、どれだけ理解できているの

だろうかと不安に思います。 

 伊根町においてもし仮に観光客、釣り客による大きな事件、事故が起きたとき、京都市内のよう

に観光に対しての反対が起こるのではないかと心配しております。事件、事故が起これば警察にお

任せするのは当然ですが、何もない今、何も起きないよう防犯対策をする必要があるのではと思い

ます。 

 昨年から今年にかけ、町入り口の道路、伊根地区内の有料駐車場などに防犯カメラが取りつけら

れました。防犯カメラは、犯罪者、犯罪を写し犯人検挙に役立つとともに、見られているというこ

とで防犯に役立つものであります。財政的なこともありますが、随時町なかにも増設していっては

どうかと思います。 

 夜道を照らす街灯は皆さんご存じのとおり防犯灯と呼ばれ、明るくしていれば犯罪は減るとされ

ています。伊根地区内は現在も多くの防犯灯がつけられ、明るくしていただいていますが、薄暗い

箇所も多数あります。ＬＥＤ照明は寿命も長く電気代も安価であり、設置場所の増設を望みます。 

 最後に、先日の伊根地区区長協議会陳情の中で町長が答弁されましたが、地元との協議が必要だ

が、黒地付近に駐車場、公衆トイレの整備を行い、立石地区より先に観光客、釣り客の車を進入さ

せないようにしたいという施策を実現していただきたい。事件、事故が起きる前に対策を講じるこ

とが必要だと思うが、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 もう一点、本格的な冬を迎え大荒れとなる日本海沿岸の北海道、東北、北陸地方に北朝鮮のもの

と思われる木造船、遺体などが数多く漂着しています。日本海の大和堆の好漁場での違法操業中沈
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没したものであると聞いています。大和堆の位置から若狭湾方向への漂着は少ないものと思われま

すが、近くでは福井県への漂着も１件あり、またエンジン、舵の故障を理由に生存したまま漂着す

る漁民もおります。専門家の中には、漁民を装った軍人、工作員ではないかと言っておられる方も

います。 

 また、北海道の無人島で全てのものを持ち去り逮捕された事件もあり、漂着物の遺体の検査、捜

索する映像の中には伝染病、細菌等の感染を防ぐために防護服を着用して捜査する姿を見て、もし

伝染病等があるとすれば恐ろしいことであります。同じ日本海沿岸で、風の吹き方によっては伊根

町に漂着することも考えられます。昨年伊根地内で起きた不審者騒動の結末は聞いておりませんが、

発見するのは伊根町民であろうと思われます。発見後の対応は京都府警、海上保安庁にお任せする

のは当然のことでありますが、高齢化の進む伊根町において北海道の事件のようなことが起これば

大変であります。伊根町として初期対応に備え、発見しても漂着物に触らない、発見時早期に各所

に連絡することなど町民に広く告示する必要があると思うが、町長の考えをお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（泉 敏夫君） 吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） それでは、佐戸議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 

 初めに、１点目の質問、今以上の防犯対策をについてでございます。 

 防犯対策についてでございまして、ちょっと議員と私とでは観光の現状についての多少の小競り

合いはあるんでございますけれども、認識を多少異にしているかと思っております。トイレも、今

しっかりとまではいきませんけれども整備をさせていただき、駐車場も整備させていただき、防犯

カメラも設置しということは今やっておる最中ということであろうかなと思う点でございます。 

 説明を申し上げます。 

 防犯カメラの設置につきましては、「犯罪ゼロのまち伊根町」を目指し平成２８年度に町内７カ

所に設置をしたところでございます。また今年、平成２９年度一般会計第４回補正では、９月補正

におきましても町内２カ所にカメラの増設を予算計上し、現在発注しておりますので、まずはこれ

らの設置効果を見極めていただきたく、そのように考えております。 

 また、防犯灯の増設につきましては区長要望により実施しているところでございますので、今以

上に地元からの要望があれば対応していきたいと考えます。 

 最後に、車の進入規制でございますが、これを実施することが直接防犯対策になるかどうかは疑

問に思います。また、駐車場等の整備につきましては用地の問題もございます。立石地区入り口付

近には町有の土地はございませんので、この場で具体的にお答えすることは困難でございます。区

長協議会等の懇談会の席には当の立石の区長さんがおられましたので、こういう腹案を持っており

ますということは直接お伝えはできますけれども、そういった関係者がおられない場所でその土地

を使ってどうするこうするなんていうことを言いますと、何を言うとるんだおまえはということに

なりかねませんので、ちょっとそこら辺は差し控えたいと思います。 

 防犯対策は町内全体で進めております。それぞれの地区で犯罪、それに類する喫緊の課題がござ

いましたら対応していきたいと考えますが、現状として、起こるかどうかわからないことに対して

今以上の防犯対策をと言われましても、どこまでやればよいのかという議論になりますので、現状

の効果を見極めながら進めていきたいと考えております。 

 ちなみに、町内での犯罪件数でございますが、１０年前の平成２０年、１５件でございました。

２１年、１７件でございました。小さな伊根町においてこの数は結構なものでございます。ちょっ

と飛ばしますが、２３年には８件、２４年には４件、２５年には８件、２６年２件、２７年７件、

昨年２８年度で５件、そして本年が４件でございます。本年の４件のうちの２件はいわゆるオレオ

レ詐欺、特殊詐欺であります。１件は釣り客同士のけんかであります。１件は放置されておりまし

たボートを持って帰ろうとする、そういった盗難ということであります。観光関連のものは何もな

いわけでございます。犯罪件数は、この１０年間で確実に半減どころかそれ以下でございます。

「犯罪ゼロのまち伊根町」は夢ではなく、我がまちの目標でございます。 

 続きまして、２つ目のご質問、漂着漁民対策についての質問にお答えをしたいと思います。 

 ご指摘のとおり、不審な漂着物を発見した場合は安易に触らず通報する必要がございます。その
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ような事案が発生した場合は原則、警察署や海上保安庁が対応することになりますが、町といたし

ましても、警察等から情報提供があれば防災無線などにより町民の方への周知をしております。逆

に、不審船や不審な漂着物を見つけた場合の通報もお願いをしておるところでございます。 

 とりわけ陸よりも海上でございます。航行している商船や地元漁業者からの目撃情報は大変有効

でございます。私もかつて底引きの乗組員でございましたので、ちょうど今時分、漁場に出ており

まして、西高東低の冬型の気圧配置ということで、じゃ帰ろうかということで帰ります。そうしま

すと途中でおるんです、大きな大きな黒い船。刀のように反った、遠目から見ますと船名も何も書

いてなくて真っ黒でありまして、漂着しました北朝鮮の船よりはずっとずっと大きいものでありま

す。四、五十ｔあるんでしょうか、そういった船がおります。我々が帰って天候がよくなって、ま

た出ていきますとまだおるんです。１０ｍ、２０ｍ、波高は５ｍ、６ｍの中、ずっとおったんです。

どうやっておったのか。これ、大島、小島という島がありますね、冠島。その島陰に入っていくん

です。ずっと風をよけながらここを回って、そこにおるんです。難を逃れている。そういったもの

を我々見つけたときには、無線機を通じてそういう報告をしておったわけであります。そういった

地元漁民からの目撃情報は大変有効ではないかなと思っております。 

 また、町内各漁協には漁業監視委員がおります。合計９名の皆さんが漁協に登録をされておりま

す。これにつきましては、密漁のみならずこのような事案についてもお力添えをいただいておりま

す。今後もこういった関係機関、関係団体との連携を強化してまいりたく考えております。 

 以上でございます。 

○議長（泉 敏夫君） ７番、佐戸仁志君。 

○７番（佐戸仁志君） ありがとうございました。私がなぜ何も起きていない現在に防犯について

述べているかと申しますと、２つのことがありまして、１点は今年８月２６日に行われた伊根花火

がきっかけでした。薄暮の中、伊根町役場付近から多くの方が七面山下会場に向かって歩かれてお

りました。家族連れ、若者のグループなどあれだけの人が私の家の前を歩くということは五十数年

見たことなく、自転車、バイクなどがなくなってしまうんではないかというような胸騒ぎがいたし

ました。当然、帰りは真っ暗な中、お酒が入った方もおり、家の中にいても話し声、騒ぎなどが長

い時間聞こえておりました。私の家も当然そうなんですが、舟屋のほうなどに鍵はなく、何か夜遅

くまで人の声が暗い中でするというのは物すごく気持ち悪く感じました。 

 もう一点ですが、最近伊根地区内の会合なんかに出ますと、少人数ですが、最後には必ずマナー

の悪い観光客、釣り客の話になります。マナーの悪さを皆さんいろいろと出し合い、なるほどなる

ほどと聞きますと、会合の最後には観光に反対だという話になります。せっかく伊根町、この

１０年ぐらいの間一生懸命観光を頑張っていると思いますので、何かあったらということを常に思

ってしまうということでございます。町民の不安を解消するような施策をお願いし、私の一般質問

を終わらせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（泉 敏夫君） 吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 観光振興が、当町の目指すところが大変功を奏して多くの皆さんに来てい

ただいておる、大変ありがたいことであります。 

 いろんな話があるんです。舟屋の住民からは、干した下着を見られる、プライバシーがないと言

うんですね、私に。洗濯物を外に干すのは、あちこち干しておりますよと。下着は内側、外側の見

えるほうにはズボンやシーツを干すのです。朝起きて舟屋で小便できへん。小便はしてはいけませ

ん、そう申し上げております。たくさんお客さんが来られますので、いろんなあつれきが生まれる

のは確かでございましょう。これからは観光客と皆さんとのそういうあつれきが起きないような、

外国人の皆さんにも観光マナーについて、我々もいろんな商工会、観光協会等々を通じて啓蒙を図

ってまいりたく思います。町民の皆さん、漁業者も農業者もみんなが一緒になって豊かになれる観

光振興を目指して頑張りたいと思いますので、ご理解のほどお願いを申し上げます。 

○議長（泉 敏夫君） 以上をもちまして、佐戸仁志君の一般質問を終わります。 

 次に、病児・病後児保育の整備についてを通告議題とし、山根朝子君の発言を許します。５番、

山根朝子君。 
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○５番（山根朝子君） それでは、通告書に基づいて一般質問を行います。 

 女性の社会進出や家族構成の変化に伴い、子育ての支援を社会システムとしても構築していく必

要性が生まれてきています。そのために、子供を取り巻く環境の整備や、保育や教育の充実を図る

ことが重要になっています。子供たちが健やかに育つための施策を講じることは行政の重要な役割

であることは、言うまでもありません。 

 親の子育て力や地域力が低下している中で、国は平成１５年に次世代育成支援対策推進法を制定

し、平成２４年には子ども・子育て関連３法を制定しています。そして、市町村でも市町村子ど

も・子育て支援事業計画が策定されました。伊根町では伊根町子ども・子育て支援計画事業、平成

２７年度から平成３１年度で取り組みの具体化が始まっています。 

 伊根町の子ども・子育て支援事業計画の基本目標の一つには、仕事と家庭の両立の推進が掲げら

れています。これは、男女共同参画の視点に立って、仕事と子育てとが両立できるよう子育て支援

の推進や保育サービス等の充実を図るものであり、子育て家庭において子育てを負担に感じるので

はなく、子供の成長を喜び家族で協力し合って楽しく進めていくことができる体制をつくると明記

されています。しかし、病児・病後児保育に関しては具体的な施策はなく、確保方策の考え方とし

て、近隣市町に専用施設が開設された場合には保護者の便宜に応じて委託することを検討するとし

か書かれていません。 

 伊根町の子育て力、地域力はどうでしょうか。町が平成２６年２月から３月に実施した子育てに

関するアンケート調査の結果を見てみると、伊根町の一般世帯９３６世帯のうち６歳未満の子供の

いる世帯は４３世帯、そのうち夫婦と子供から成る世帯は１９世帯です。母親と子供から成る世帯

は２世帯で、いわゆる核家族というのは２２世帯ということです。 

 さらに、結婚している女性の就業率は、全国平均や京都府水準に比べると伊根町では高くなって

います。核家族で共働きが多い中での子育ての大変さは容易に想像できます。子供の急な病気の場

合などの対応はどうなっているのか、気になるところです。 

 また、アンケートでは直接的に病児・病後児保育に関する設問はなかったように思いますが、子

育てに関して日ごろ悩んでいることという設問に対する回答では、教育費、しつけ、子供への対応

に次いで病気や発育発達という回答が上位に位置しています。子育てで親が最も困難を感じるのは

子供が病気のときであり、社会で親を支えていく必要があります。病児・病後児保育は、病気の子

供の育児支援としてのセーフティーネットの役割として重要です。しかし病児・病後児保育は、単

に病気のときの保護者への支援ということにとどまらず、子供は健康なときはもとより、病気のと

きであっても、あるいは病気のときはより一層、身体的にも精神的にも子供にとって最も重要な発

達のニーズを満たされるべくケアされなければならず、子供の権利の一つであるとも捉えることが

できます。 

 子供が病気になったときの不安を抱える保護者に寄り添い支えていくためにも、また子供の発達

のニーズに応えるためにも、親と子供の双方にとってのセーフティーネットである病児・病後児保

育の整備を早急にしていく必要があるのではないでしょうか。 

 京都府北部でも舞鶴市や福知山市、京丹後市などは病児・病後児保育の事業が開始されています

が、その形態はさまざまです。公立病院に併設しているものもあれば一般の病院に併設しているも

のもあります。市役所の横に保育室を設けているものもあるようです。宮津市、与謝野町、伊根町

の１市２町は北部医療センターでの病児・病後児保育の実施について協議を行っているとのことで

すが、協議の進捗状況はどうなっているのでしょうか。また、協議やその調整を行う上で、伊根町

としての具体的な案を持たれているのでしょうか。例えば受け入れ年齢や保育料、伊根町の子供の

受け入れ枠など検討されているのか、お聞かせください。 

 保護者の方にも少し伺ってみました。子供が病気のときは主には母親が仕事を休むことになるこ

とが多いようです。ひとり親世帯の方は、病児保育があれば助かると思ったことは多かったと言わ

れました。近所におばあちゃんなどがいる場合は助けてもらうことができるので、それほど仕事に

影響はなかったというお母さんもおられましたが、病気の子供の世話をおばあちゃんに頼むのは精

神的には負担が大きかったとも言われていました。また、頼まれるおばあさんの立場からすると、

病気のときは気を使うので気軽に頼まれるのも困るのではないかと思います。 
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 平成２１年に全国病児保育協会が病児保育事業の現状と課題と題して報告を行っています。その

中で、自宅から施設までの所要時間はどれくらいなら利用できるかという項目がありました。

２０分程度で送り迎えができる場所にあるというのが一番多かったです。無理して３０分が限界と

いうことのようです。北部医療センターでの開設となれば、宮津方面に仕事がある親は利用しやす

いかと思いますが、町内に勤務する親であれば利用しづらいのかなというふうにも思われます。 

 大山崎町では本年４月から町内で病児・病後児保育を開始しています。専門の保育士や看護師な

どの確保や専門の保育室などの規定はあると思いますが、伊根町内での病児・病後児保育の実施は

困難なのでしょうか。その点についても検討されているのか、お聞かせください。 

 以上について町長の答弁を求めます。 

○議長（泉 敏夫君） 吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） それでは、山根議員さんの病児・病後児保育の整備についてお答えをした

いと思います。 

 議員がおっしゃるとおり、平成２７年３月に策定いたしました伊根町子ども・子育て支援事業計

画の４にあります地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制で、病児・病後児保育事業

について量の見込みはあるものとの結果となっておりますので、近隣市町に専用施設が開設された

場合は保護者の便宜に応じて委託してまいりたく考えております。 

 そこで、まずは１点目、病児・病後児保育として、子供が病気になったときの不安を抱える保護

者に対して寄り添い支えていく施策を早急に整備していくことが必要ではないかについてでござい

ますが、整備については必要であろうかなと思っております。 

 ２つ目の１市２町で病児・病後児保育の開設に向けた進捗状況についてでございますが、必要と

考え、その施策を１市２町で進めておるところでございますが、場所については京都府立医科大学

附属北部医療センターで開設できないか、平成２７年度から協議を進めているところであり、引き

続き合意形成等進捗を早めたいと考えております。 

 ３つ目の具体的な受け入れ年齢や保育料、受け入れ枠等につきましては、専用施設側の受け入れ

規模もありますので、１市２町での今後の協議の中で調整したいと考えております。当町の意見が

どうこうというよりは、やはり１市２町というくくりの中でそのニーズに合ったものをどう持って

いくか、そこを協議中でございます。 

 最後に、町内で実施することは困難なのかにつきましては、やはり看護師等の人材確保と専用の

保育室の整備などの基準をクリアしなければなりません。大山崎町さんでは今年やられておるとい

うことで、山本町長さんのところです。当町の２，１００という規模とちょっと違うんです。結局、

議員おっしゃったように舞鶴市さんでも福知山市さんでも京丹後市さんでも８万、７万、６万です

か、そういうところでは規模的に可能だと思うんですけれども、当町２，１００人程度で専用の場

所ということになりますと、やはり今申し上げましたような財源とランニングコストの問題があり

ます。確かに町内で実施できれば、保護者、子供さんらでも病気であっても身近な施設に預けて仕

事に行けるわけでございますからそれにこしたことはないと思いますが、いかんせん今申し上げま

したように当町では利用頻度、また費用対効果から考えましてコストパフォーマンスは大変低いも

のだろうなと、単独での事業実施は困難と考えるところでございます。 

 そうでありますが、いずれにしましても子育て支援の充実は当町の重点施策でもありますので、

子ども・子育て支援事業計画に基づき何とか着実に歩を進めてまいりたく考えております。 

 以上でございます。 

○議長（泉 敏夫君） 以上をもちまして、山根朝子君の一般質問を終わります。 

 次に、核のゴミ最終処分場について及び高浜原発通報連絡協定についてを通告議題として、大谷

功君の発言を許します。６番、大谷功君。 

○６番（大谷 功君） それでは、通告に基づきまして核のゴミ最終処分場について質問をいたし

ます。 

 原発の使用済み燃料から出ます高レベル放射性廃棄物の最終処分場について、政府は今年の７月

に、国土の約６５％が好ましいとする科学的有望地を示す科学的特性マップを公表されました。日

本の基礎自治体の１，７５０のうち約９００自治体が安全に処分できる可能性が高い地域に当たっ
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ておりまして、日本の陸地の約３割を占めていると言われています。今後、このマップを活用した

説明会を全国各地で行い、処分場立地に向けた調査を複数の自治体に申し入れたいとしています。 

 高レベル放射性廃棄物は非常に放射能が強く、原料のウラン鉱石と同程度に下がるまでに数万年

もかかります。地下３００ｍより深くに埋設する地層処分を予定しておりますが、処分場には万年

単位で人間の生活環境から隔離できるような長期の安定性が求められております。このマップが火

山、活断層の近くや石油、石炭など鉱物資源がある地域を地下深部の長期安定性や将来の掘削可能

性という観点から好ましくないとしているのも、そのためであります。 

 しかし、日本列島は４つのプレートがぶつかり合う地殻変動の大変活発なところであります。欧

米でも地層処分が想定されておりますが、大陸と日本とでは地層の安定性が大きく異なります。見

えている火山や活断層さえ避ければよいというのでは余りにも安易で無責任であります。 

 日本学術会議は地層処分について、万年単位に及ぶ超長期にわたって安定した地層を確認するこ

とに対して現在の科学的知識と技術的能力では限界があり、このことを明確に自覚する必要がある

と警告していますが、一方の政府は、原発の是非にかかわりなく、今も使用済み核燃料が存在する

ことをもって現世代の責任を強調します。 

 私は、原発を今後どうするのかの合意が核のごみ処分に向けた国民的な議論の前提です。まずは

原発の稼働を取りやめ、これ以上危険な負の遺産を増やさないことが現世代が果たすべき責任だと

思うのですが、いかがでしょうか。こういう中で、国民の多くが再稼働に反対する中、核のごみを

さらに増やす原発再稼働を強引に進める政府のもとでは、処分場受け入れの合意を得ることは極め

て困難と見られております。このため、地図公表に続いて上からの押しつけを強めることが容易に

想定できます。さらに、最終処分場の合意が原発の永続的利用につながるのではないかという懸念

もございます。 

 参考ですが、核のごみの最終処分場の公募を始めたのは２００２年、自治体が名乗りを上げれば

調査段階から自治体に多額の交付金が入る方式でありました。しかし、これまでに正式に応募した

のは２００７年１月の高知県東洋町のみであります。しかし同町では、議会や住民の反対を無視し

た町長の横暴に批判が強まり、町長の辞任、町長選を経て、町は約３カ月後応募を取り下げた事例

がありました。 

 さて、このマップに基づく適した地域として伊根町も該当しております。伊根町にもこの申し入

れの話は来ているのでしょうか。私は今述べた理由により明確に拒否の姿勢を示すべきだと思いま

すが、町長の認識をお聞かせください。 

 次に、関西電力高浜原発がある福井県高浜町の隣隣接とされる福知山、宮津、南丹３市と京丹波

町が１０月３１日、関電と同原発に関する通報連絡協定を結びました。４市町とともに同原発から

半径３０キロの緊急防護措置区域に入る伊根町とは、隣隣隣接の位置に当たる自治体として未締結

であります。新聞によりますと、調印式に出席した関電原子力事業本部の大塚副事業本部長は、伊

根町は隣隣隣接の位置づけ、府も交えた地域協議会の枠組みを生かしたいと話し、今後の締結にも

否定的な考えを示されております。 

 協定には、原発の状況について平常時の定期連絡と異常時は直ちに連絡することなどが明記され

ています。放射性物質の漏えいや発電所敷地内の火災といった異常時の連絡をはじめ、新規制基準

に対応する工事の進展状況など平時の運営状況も、関電がこれまでは府を通す体制だったものが各

市町へ直接伝えられることになります。隣隣接レベルでは、関電が大飯原発で市長と結んでいます

協定と同じ内容であります。これについて福知山市の伊東副市長は、位置関係で協定内容が異なっ

ており十分満足できるものではないと指摘しています。京丹波町の畠中副町長は、ＵＰＺの住民も

立地地域の住民と同じ感情を持っていると、関電に不断の安全対策を求めたということでございま

す。 

 残るは隣隣隣接に当たる伊根町であります。隣隣隣接といっても海を挟んだ隣が伊根町でありま

す。地域協議会の確認書の変更で関電から伊根町に直接連絡する体制を確保する案を関電が了解し

たということであっても、速やかな情報伝達のためには直ちにＵＰＺ全体として統一的な協定を締

結するよう関西電力に強力に求めるべきではないかと思いますが、町長の考えを伺います。 

○議長（泉 敏夫君） 吉本町長。 
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○町長（吉本秀樹君） それでは、大谷議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 

 初めに、核のごみ最終処分についてお答えをいたします。 

 ご質問の科学的特性マップは、平成２７年５月に高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する基本

方針が見直され、廃棄物を発生させてきた現世代の責任として将来世代に負担を先送りしないこと

を目的として、従来のいわゆる手上げ方式だった処分場立地の選定を国が科学的有望地を示した上

で関係地方自治体に申し入れを行う方式に変更されたことによって、平成２９年７月２８日に公表

されたものでございます。 

 その内容は、日本全体を最終処分地として想定した場合に、好ましくない特性があると推定され

る地域と好ましい特性が確認できる地域、さらに輸送面でも好ましい地域とそうでない地域とに分

類したものでございます。この中で、伊根町は好ましい特性があると推定される地域に分類されま

す。かつ沿岸から２０キロ程度以内の町という条件で、海岸線でありますよね。輸送面でも好まし

い地域に分類をされております。 

 ご質問の現段階で国等から当町に対して何らかの話が来ているのかということでございますが、

科学的特性マップの公表前にも公表後にもそのような話は一切ございません。また、あったとして

も、伊根町は美しい景観、そして農林水産業、そのうまし産物と相まった観光振興によるまちの活

性化を目指しております。そういう方針を持った伊根町でございます。お話があってもこれは無理

なご相談であろうかなと、そのように思っております。 

 したがって、当町といたしましては、今後の国の有望地選定における動向や国のエネルギー施策

の情勢や方向性を注視し、必要に応じて適宜情報提供を行うとともに、議員各位をはじめ町民の皆

様からもご意見も伺いながら、近隣市町とも連携調整を図り、しかるべき対応を行っていくべきと

考えております。 

 そうでありますから、議員はうちはお断りだぜという攻めな姿勢を示せと言われるわけでござい

ますけれども、何も、多分どこにもそんなお声かけはないんじゃないですか、今の時点で。何もな

い時点で殊さら伊根町が拒否の姿勢を鮮明にしても誰も取り合わんのじゃないですか。ああそうで

すかというようなものじゃないかと、そのように考えておるところでございます。そのようなもし

要請なりお話が来れば鮮明に拒否いたします。 

 次に、高浜原発通報連絡協定についてでございます。 

 平成２９年９月に、高浜発電所に係る安全確保に関する通報連絡等協定を隣隣接市町であります

福知山市、宮津市、南丹市及び京丹波町が関西電力と協定書を締結されました。しかしながら、同

じＵＰＺ圏内であります伊根町は陸路では隣隣隣接に当たるため、協定書を締結することができま

せんでした。これは、立地県であります福井県で協定を結ぶ対象を隣隣接自治体までと決めてきた

長い歴史があることを理由に締結の対象から外れたわけでございます。しかしながら、そうします

と当町のように京都府のＵＰＺ圏内の市町でその対応に差が生じたことになるわけであります。 

 そうでありますから、京都府と７市町で構成する地域協議会で、高浜発電所に係る安全確保等に

関する確認書を１０月に関西電力と締結し、平常時及び異常時における京都府経由ではなく直接の

伊根町への連絡体制を確立しております。 

 今、平常時及び異常時と申し上げましたけれども、平常時って何じゃらほいという話です。今の

基本的にどうこう何もない時点でありましても、構内で作業されておる方がどこかでこけて足を怪

我したとか、そんな連絡も常に入ってきております。そういう意味合いで平常時でもということを

申し上げておるわけです。当然異常時であれば、今の平常時の話もですけれども、京都府経由では

ないです。直接伊根町に入ってくるわけであります。形は異なるわけでございますが、ＵＰＺ圏内

の他の市町と同等の議員おっしゃる速やかな情報伝達経路を確立しております。 

 以上でございます。 

○議長（泉 敏夫君） 以上をもちまして、大谷功君の一般質問を終わります。 

 次に、災害に強い町づくりについてを通告議題とし、上辻亨君の発言を許します。８番、上辻亨

君。 

○８番（上辻 亨君） 今年最後の一般質問となりました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告書に基づいて質問させていただきます。 
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 今年の８月７日台風５号、９月１７日台風１８号、１０月２７日には台風２１号が直撃し、当町

をはじめ府北部地域を中心に甚大な浸水被害をもたらしました。台風１８号では１時間に９０ミリ

を超えるような雨が降り、筒川河川の氾濫により床上浸水１３件、床下浸水３２件の被害、農地で

は筒川河川沿いの田畑の決壊や土砂が入り、あちらこちらで土砂災害が発生しました。 

 最近の異常とも言える豪雨により、いついかなるところで大規模な土砂災害や浸水被害が発生し

てもおかしくない状況であり、府域の防災・減災対策は喫緊の課題となっております。昨年１１月

には京都府国土強靱化地域計画を策定し、大規模自然災害から速やかに復旧・復興ができる安心・

安全で強い京都府づくりを進められておりますが、今後、当町の河川や砂防などの治水対策、土砂

災害対策についてどのように取り組まれるのでしょうか。 

 また、台風１８号では筒川の河川が氾濫し、筒川河川沿いの田畑には土砂が入り、今後耕作がで

きないような田畑もあります。土砂が入った所有者は、かなりの経費がかかるため復旧しない箇所

もあると聞きます。人口減少により耕作者も高齢化しておりますが、耕地整理もされたような田畑

が荒廃するとますます耕作放棄地が増えてくるように考えます。当町の未来の農業者のためにも何

かよい対策はないのでしょうか。 

 また、台風２１号では国道１７８号の蒲入の遮断機、宮津市長江の遮断機がおりて町内外からの

出入りができなくなりました。迂回路はありますが、急な山道のため大型車等も通行することもあ

り、離合困難な場所もあります。遮断機の昇降については、既に外出されている場合もあると考え

事前に防災メール等で知らせる必要があると考えますが、以上の質問について町長の答弁を求めま

す。 

○議長（泉 敏夫君） 吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） それでは、本年トリの上辻議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の河川や砂防などの治水、土砂災害対策についての取り組みでございますが、議員

発言のとおり、京都府では昨年１１月に京都府国土強靱化地域計画を策定し、この計画に基づき防

災・減災対策に取り組んでいくこととしております。計画期間は、おおむね１０年後を見据えつつ

５年間を推進期間と定めております。 

 伊根町管内の重要な道路、河川及び砂防ダム等はほとんどが京都府管理となっております。国道、

府道、二級河川、砂防ダムなどであります。したがいまして、喫緊の課題となっている箇所や地域

から要望のあった箇所につきましては、これからも京都府と連携し取り組んでまいります。 

 また、伊根町管理の施設としては、町道は国道や府道を補完するものであり、準用河川は主要河

川の支川や規模の小さい河川であります。治水、砂防、災害対策というような大きな取り組みでは

ございませんが、地域要望を受けておりますような対策が必要な箇所につきましては道路整備計画

などにより実施をしてまいります。 

 次に、田畑の荒廃対策についてでございます。 

 近年、全国的に耕作放棄地が増加しており、農政の大きな課題の一つとなっております。国の制

度では放棄地解消に向けた支援策や耕作地維持のための支援策を打ち出しておりますが、なかなか

その増加を食いとめるまでには至っておりません。 

 今回の台風１８号による農地被害は、近年にない多くの件数となりました。これから復旧に向け

事業を行いますが、災害復旧事業は受益者の承諾を得て実施する事業でございます。台風１８号と

２１号による農地災害は激甚指定を受け、補助率が９０％を超える見込みであり、受益者の負担は

かなり軽減されております。そのような中でも復旧をしないという回答箇所が何件かあったわけで

ございます。そうでありますから、そういった方へのよい対策はないかと言われましても、現状で

はこれ以上の良策は見当たらないという回答になるわけでございます。 

 ちなみに、漁業施設の今回の台風での補助は府と町で３分の１、３３％でございますし、これは

今回の台風２１号の特例であります。９０％を超える補助というものがどれほどすごいものか、想

像にかたくないと思います。 

 田畑の荒廃対策としては、例えば景観対策として荒れた田をいわゆるビオトープであったり、ま

た花畑、そういったことに復田する、その作業と維持管理に当町が支援をする、補助金を出すとい

う腹案を持っておりますが、これは幹線道路沿いに限られるので、抜本対策にはならないわけでご
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ざいます。いずれにしましても、担い手が減少していく中で今後も耕作放棄地が増加していくこと

はとめることができないのかなと考えるところでございます。 

 圃場整備田など主要な箇所につきましては、中山間地域等直接支払事業や多面的機能支払交付金

事業などを活用し、でき得る限りの防止に努めてまいります。 

 最後に、異常気象時の国道１７８号の遮断機についてでございますが、この遮断機につきまして

は管理は京都府が行っており、その開閉の判断についても京都府が行います。閉鎖が決まった段階

で本町にも通知があり、防災無線を利用して住民の皆さんにお知らせをしたところでございます。

そうでありますので、事前に周知するということはなかなか難しいわけであります。また、同時に

ホームページやフェイスブック、メーリングリスト登録者へのメール配信で通行止め開始と解除の

お知らせをいたしました。また、京都府の道路情報をごらんいただくことでも状況が確認できるよ

うになっております。 

 議員が申される防災メールによる周知についてですが、本町独自の防災メールという運用は行っ

ておりません。エリアメールに関しましては発信可能情報が規定されており、避難関係情報、国民

保護関係情報、津波・噴火情報、指定河川洪水警報、土砂災害警戒情報という人命にかかわるおそ

れのある情報に限定されております。このうち町での発信が可能なものは、発令権限がある避難関

係情報だけになります。道路情報は対象外であり、避難訓練で使用する場についてもさまざまな規

定があり、厳格に運用されております。 

 また、登録制で京都府の防災メールがございます。市町村ごとに警報、注意報、地震関係などの

防災情報のほか、災害時の生活相談情報、犯罪発生情報などが配信されております。こちらに登録

することで、必要な市町村、地域の情報に関するメール配信を受けることができます。必要な場合

には登録してご利用いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（泉 敏夫君） ８番、上辻亨君。 

○８番（上辻 亨君） 答弁ありがとうございました。 

 筒川の河川の土砂が入った箇所なんですが、町長が区長さんの横のときに一緒についていったら、

来年取れんところはそこをあけて作業してくれと。できるだけ取るようにとお聞きしておるんです

が、田んぼに入る水路についてはできるだけ来年の春の農作業に間に合うように土砂撤去作業等を

進めていただきたいというのと、あとメール配信、またそういうところでお知らせがありますよと

いうようなことを何か便りみたいなもので町民の方に知らせていただけたらなというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（泉 敏夫君） 吉本町長。 

○町長（吉本秀樹君） 議員おっしゃられましたように、農業者の皆さんが次の春作業をされます

ときに支障にならないように、頑張ってすべからく整えてまいりたいと思っております。 

 また、先ほど登録制のメールであったりいろんな形で、京都府さんでもあったり当町であったり、

そういったものがあります。たしかメールマガジン、当町にありますのは登録していただいている

のは消防団の方ばかりで九十数名ですか、ああいうのも、こういうのがあるんですよということを

一度、やっていないことはないと思うんですけれども、もう一回皆さんに周知させていただいて、

ご利用願えるように頑張らせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（泉 敏夫君） 以上をもちまして、上辻亨君の一般質問を終わります。 

 

◎ 日程第３ 議員派遣 

○議長（泉 敏夫君） 日程第３、議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りします。本案について、会議規則第１２５条の規定により、お手元に配付のとおり議員を

派遣したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件につきましては記載のと
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おり派遣することに決定しました。 

 

◎ 日程第４ 閉会中の継続審査（調査）申出書 

○議長（泉 敏夫君） 日程第４、閉会中の継続審査（調査）申出書についてを議題とします。 

 お手元に配付のとおり、総務委員長、産業建設委員長及び議会運営委員長から会議規則第７４条

の規定により、閉会中の継続審査（調査）申出書が提出されました。 

 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査（調査）することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（泉 敏夫君） 異議なしと認めます。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査

（調査）することに決定いたしました。 

 

◎ 閉  会 

○議長（泉 敏夫君） これで本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２９年第４回伊根町議会定例会を閉会します。 

 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 上程された議案を議了し、無事閉会の運びとなりました。議員各位並びに執行部の皆様には議会

運営に格別なるご協力を賜り、心からお礼申し上げます。 

 本年は相次ぐ台風の襲来により多くの災害が発生しましたが、一日も早い復旧・復興を願ってお

ります。また、交流施設の開業、町営駐車場、観光案内所が整備され、伊根町が活性化していくこ

とを期待しております。 

 さて、吉本町長をはじめ幹部職員の皆さん、本年もあとわずかとなり、年末年始何かとご多忙の

こととは存じますが、ご自愛いただきまして町政の積極的な推進にご尽力をお願い申し上げ、閉会

の挨拶とさせていただきます。 

 皆さん、大変お疲れさまでした。 

閉会 １５時２０分 
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